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要介護状態 ９３日間 介護終了

仕事と介護の両立支援制度（現行制度）

介護休業

所定労働時間の短縮制度※

家族を介護する労働者に関して、介護休業制度又は所定労働時間の短縮等の措置に準じて、
その介護を必要とする時間、回数等に配慮した必要な措置を講ずる努力義務

：育介法上の制度

：育介法上の努力義務

フレックスタイム制

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

労働者が利用する介護サービス費
用の助成その他これに準じる制度

介護休暇
（対象家族１人につき年５日、２人以上の場合に１０日付与される）

時間外労働・深夜業の制限
○労働者の請求で、制限時間（１ヶ月２４時間、１年１５０時間）を超える労働を禁止
○時間外労働の制限は、１回につき１月以上１年以内の期間で、何回でも請求できる
○労働者の請求で、午後１０時から午前５時における労働を禁止
○深夜業の制限は、１回につき１月以上６月以内の期間で、何回でも請求できる

選択的措置義務（介護休業をしない期間）

※所定労働時間の短縮の制度とは以下のいずれかの
内容を含むものをいう。

○１日の所定労働時間を短縮する制度
○週又は月の所定労働時間の短縮する制度
○週又は月の所定労働日数を短縮する制度
○労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求する
ことを認める制度

※育児で措置されている所定外労働の免除は、介護については措置されていない。

第160回労働政策審議会雇用均等分科会（平成27年10月8日）提出資料
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○ 仕事と介護の両立のために必要な勤務先による支援として、「残業をなくす、減らす仕組み」
「出社、退社時刻を自分の都合で変えられる仕組み」等の割合が高い。

出典：みずほ情報総研株式会社「仕事と介護の両立に関する実態把握のための調査研究」（平成21年度厚生労働省委託事業）
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残業をなくす／減らす仕組み

深夜業（午前10時～午前５時）を

なくす／減らす仕組み

所定労働日数を短くする仕組み

所定労働時間を短くする仕組み

出社・退社時刻を自分の都合で変えられる仕組み

在宅勤務の仕組み

失効した有給休暇を家族介護に充てるための

積立休暇の仕組み

１日単位の介護休暇の仕組み

介護を理由とした退職者の登録・再雇用の仕組み

勤務先の経営者・管理職に対する

仕事と介護の両立に関する意識啓発

勤務先の一般社員に対する仕事と

介護の両立に関する意識啓発

介護休業制度の対象となる要介護者の範囲拡大

介護休業制度の対象となる雇用条件の拡大

介護休業制度の取得上限日数の引き上げ

介護休業制度の取得上限回数の引き上げ

介護休業からの復職に当たっての支援

介護サービス利用費用の助成

その他

在職者G（n=2,727）

※「在職者G」：家族の介護を始
めて以降、仕事を辞めたことがな
い者及び家族の介護をきっかけ
としておおむね過去５年以内に
仕事を辞め、現在は仕事に就い
ている者

【仕事と介護の両立のために必要な勤務先による支援（複数回答）】

仕事と介護の両立のために必要な勤務先による支援
第160回労働政策審議会雇用均等分科会（平成27年10月8日）提出資料
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介護のための勤務時間短縮等の措置の最長利用期間別事業所割合

制度あり

制度なし 不明

93日 93日超
1年未満 １年 １年超

割合
43.0％
（75.8％）

3.9%
（6.9％）

4.1%
（7.2％）

5.8%
（10.2％） 42.8% 0.5%

（平成24年度「雇用均等基本調査」厚生労働省）

介護のための勤務時間短縮等の措置の最長利用期間別事業所割合

※括弧内は、制度あり＝100％とした場合の割合

第160回労働政策審議会雇用均等分科会（平成27年10月8日）提出資料
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短時間勤務制度･所定労働時間短縮･所定外免除の
制度の有無別の継続就業率

※勤務先の制度の有無にかかわらず、所定労働時間の短縮を行った
者について比較所定労働時間の短縮

短時間勤務制度

継続 離転職

所定労働時間短縮あり ７８．８％ ２１．２％

所定労働時間短縮なし ７８．４％ ２１．６％

継続 離転職

短時間勤務制度あり ７８．１％ ２１．９％

短時間勤務制度なし ８７．０％ １３．０％

所定外労働の免除制度

継続 離転職

所定外労働免除制度あり ９１．９％ ８．１％

所定外労働免除制度なし ７９．１％ ２０．９％

（平成27年「仕事と介護の両立に関する調査」JILPT）

12.8%

※介護短時間勤務については、介護休業とあわせて９３日の範囲内で義務化
※実際の利用有無に関わらず、勤務先の制度の有無に基づいて比較

分析対象：2000年4月以降介護開始かつ介護開始時正規雇用

継続：介護開始時と同じ勤務先で現在就業
離転職：介護開始時と別の勤務先で現在就業もしくは介護開始時の勤務先を辞めて現在非就業

統計的有意差なし

統計的有意差なし

※実際の利用有無に関わらず、勤務先の制度の有無に基づいて比較

第160回労働政策審議会雇用均等分科会（平成27年10月8日）提出資料
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介護期間・在宅介護期間

平均 標準偏差 最小値 最大値 中央値

介護期間（月） ４５．２１ ４２．７４ ０．００ １８０．００ ３１．０

在宅介護期間（月） ３０．１６ ３０．７３ ０．００ １６７．００ ２１．５０

介護期間・在宅介護期間（全介護者）

（平成26年度「仕事と家庭の両立に関する実態把握のための調査」三菱総合研究所）

※雇用者である全介護者

介護期間（月）

在宅介護期間（月）

平均 標準偏差 最小値 最大値 中央値

介護期間（月） ４７．６０ ４２．９４ ０．００ １８０．００ ３５．０

在宅介護期間（月） ３３．９９ ３８．１７ ０．００ １８０．００ ２１．００

※雇用者かつ主たる介護者
介護期間・在宅介護期間（主たる介護者）

第160回労働政策審議会雇用均等分科会（平成27年10月8日）提出資料
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介護開始から介護離職までの期間

平均 標準偏差 最小値 最大値 中央値

期間（月） ２５．８ ３６．６ ０．０ １７４．０ １３．０

（平成26年度「仕事と家庭の両立に関する実態把握のための調査」三菱総合研究所）

介護開始から離職までの期間

※介護に関係ない離職理由を除き、雇用者かつ主たる介護者に限る

介護開始から離職までの期間（累積）

介護開始から
介護離職までの

期間

３か月まで ６か月まで ９か月まで １２か月まで １５か月まで １８か月まで ２４か月まで ３６か月まで

累積（％） ２２．８６％ ３４．２９％ ３９．０５％ ４７．６２％ ５２．３８％ ６０．９５％ ７４．２９％ ８０．９５％

※介護に関係ない離職理由を除き、雇用者かつ主たる介護者に限る

第160回労働政策審議会雇用均等分科会（平成27年10月8日）提出資料
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②
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
次
の
と
お
り
。

②
子
の
１
歳
の
誕
生
日
以
降
も
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と

・
育
児
休
業
申
出
が
あ
っ
た
時
点
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
事
情
に
基
づ
き
判
断
す
る
。

・
「
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
」
か
ど
う
か
は
、
労
働
契
約
が
更
新
さ
れ
る
可
能
性
に
つ
い

て
書
面
ま
た
は
口
頭
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
さ
れ
る
。

※
た
だ
し
、
労
働
契
約
の
更
新
可
能
性
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、

１
）
雇
用
の
継
続
の
見
込
み
に
関
す
る
事
業
主
の
言
動

２
）
同
様
の
地
位
に
あ
る
他
の
労
働
者
の
状
況

３
）
当
該
労
働
者
の
過
去
の
契
約
の
更
新
状
況

な
ど
の
実
態
を
見
て
判
断
さ
れ
る
。

育
児
休
業
の
対
象
と
な
る
労
働
者
①

Ａ
申
出
時
点
の
労
働
契
約
の
終
了
日
が
子
の
１
歳
の
誕
生
日
以
後

（
例
）

雇
入
れ

３
年
契
約

申
出

１
年
以
上

１
か
月

誕
生

１
年
（
休
業
）

１
歳

Ｂ
書
面
ま
た
は
口
頭
で
労
働
契
約
の
更
新
可
能
性
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
申
出
時
点
の
契
約
と
同
じ
長

さ
で
も
う
一
度
契
約
が
更
新
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
更
新
後
の
労
働
契
約
の
期
間
の
末
日
が
子
の
１
歳
の

誕
生
日
以
後

※
労
働
契
約
が
更
新
さ
れ
る
可
能
性
の
明
示
と
は
、
以
下
の
よ
う
な
場
合
が
あ
た
る
。

（
１
）
契
約
を
更
新
す
る
場
合
が
あ
る
。

（
２
）
業
績
が
良
け
れ
ば
更
新
す
る
。

（
３
）
更
新
に
つ
い
て
は
会
社
の
業
績
に
応
じ
、
契
約
終
了
時
に
判
断
す
る
。

（
例
）

雇
入
れ

１
年
契
約

１
年
契
約

１
年
契
約

１
か
月

１
年
（
休
業
）

申
出

誕
生

1
歳

☆
②
の
要
件
を
満
た
す
ケ
ー
ス

①
同
一
の
事
業
主
に
引
き
続
き
１
年
以
上
雇
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

②
子
の
１
歳
の
誕
生
日
以
降
も
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と

③
子
の
２
歳
の
誕
生
日
の
前
々
日
ま
で
に
、
労
働
契
約
期
間
が
満
了
し
て
お
り
、
か
つ
、

契
約
が
更
新
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と

期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
の
育
児
休
業
取
得
要
件

Ｃ
書
面
又
は
口
頭
で
労
働
契
約
が
自
動
更
新
で
あ
る
と
明
示
さ
れ
て
い
る
場
合
で
、
更
新
回
数
の
上
限

が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
、
又
は
、
更
新
回
数
の
上
限
が
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
上
限
ま
で
契
約
が

更
新
さ
れ
た
場
合
の
労
働
契
約
の
期
間
の
末
日
が
子
の
１
歳
の
誕
生
日
以
後

（
例
）雇
入
れ

１
年
以
上

１
か
月

１
年
（
休
業
）

６
か
月

６
か
月

６
か
月

６
か
月

申
出

誕
生

１
歳

６
か
月
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育
児
休
業
の
対
象
と
な
る
労
働
者
②

☆
た
だ
し
、
Ａ
～
Ｆ
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

（
１
）
雇
用
の
継
続
の
見
込
み
に
関
す
る
事
業
主
の
言
動

（
２
）
同
様
の
地
位
に
あ
る
他
の
労
働
者
の
状
況

（
３
）
当
該
労
働
者
の
過
去
の
契
約
の
更
新
状
況

等
の
実
態
を
見
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

☆
②
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
ケ
ー
ス

Ｄ
書
面
又
は
口
頭
で
労
働
契
約
の
更
新
回
数
の
上
限
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
上
限
ま
で
契
約
が
更

新
さ
れ
た
場
合
の
労
働
契
約
の
期
間
の
末
日
が
、
子
の
１
歳
の
誕
生
日
の
前
日
以
前

（
例
）

申
出

誕
生

６
か
月

雇
入
れ

１
歳

１
か
月

１
年
（
休
業
）

１
年
以
上

６
か
月

６
か
月

更
新
さ
れ
な
い
こ
が

明
ら
か

Ｅ
書
面
又
は
口
頭
で
労
働
契
約
の
更
新
を
し
な
い
旨
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
申
出
時
点
の
労
働
契
約
の

期
間
の
末
日
が
子
の
１
歳
の
誕
生
日
の
前
日
以
前

（
例
）

雇
入
れ

申
出

誕
生

１
歳

１
か
月

１
年
（
休
業
）

１
年
以
上

２
年
契
約

更
新
さ
れ
な
い
こ
が

明
ら
か

Ｆ
書
面
又
は
口
頭
で
労
働
契
約
の
更
新
可
能
性
が
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
申
出
時
点
の
契
約
と
同
一
の

長
さ
で
契
約
が
更
新
さ
れ
て
も
、
そ
の
更
新
後
の
労
働
契
約
の
期
間
の
末
日
が
、
子
の
１
歳
の
誕
生
日

の
前
日
以
前

（
例
）

６
か
月

雇
入
れ

申
出

誕
生

１
歳

１
か
月

１
年
（
休
業
）

１
年
以
上

６
か
月

６
か
月
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育
児
休
業
の
対
象
と
な
る
労
働
者
③

α
書
面
又
は
口
頭
で
労
働
契
約
の
更
新
回
数
の
上
限
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
上
限
ま
で
契
約
が

更
新
さ
れ
た
場
合
の
労
働
契
約
の
期
間
の
末
日
が
、
子
の
１
歳
の
誕
生
日
の
前
日
か
ら
２
歳
の
誕

生
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
で
あ
る

（
例
）雇
入
れ

１
年
契
約

１
年
契
約

１
か
月

１
年
契
約

２
歳

１
歳

誕
生

申
出

１
年
以
上

１
年

更
新
さ
れ
な
い
こ
と
が

明
ら
か

β
書
面
又
は
口
頭
で
労
働
契
約
の
更
新
を
し
な
い
旨
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
申
出
時
点
で
締
結
し
て
い
る

労
働
契
約
の
期
間
の
末
日
が
、
子
の
１
歳
の
誕
生
日
の
前
日
か
ら
２
歳
の
誕
生
日
の
前
々
日
ま
で
の
間

で
あ
る

（
例
）雇
入
れ

３
年
契
約１
年
以
上

１
か
月

１
年

更
新
さ
れ
な
い
こ
と
が

明
ら
か

２
歳

１
歳

誕
生

申
出

た
だ
し
、
α
、
β
の
ケ
ー
ス
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

（
１
）
雇
用
の
継
続
の
見
込
み
に
関
す
る
事
業
主
の
言
動
、

（
２
）
同
様
の
地
位
に
あ
る
他
の
労
働
者
の
状
況
、

（
３
）
当
該
労
働
者
の
過
去
の
契
約
の
更
新
状
況

等
の
実
態
を
見
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

☆
③
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
ケ
ー
ス

③
子
の
２
歳
の
誕
生
日
の
前
々
日
ま
で
に
、
労
働
契
約
の
期
間
が
満
了
し
て
お
り
、
か
つ
、
契
約
が
更
新
さ

れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と

・
育
児
休
業
の
申
出
が
あ
っ
た
時
点
で
労
働
契
約
の
期
間
満
了
や
更
新
が
な
い
こ
と
が
確
実
で
あ
る
か
否

か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
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指定法人制度の見直しについて①
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○厚生労働省告示第四百六十七号

育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十二条第一項の規定に基づき、同法第二
十四条各号に掲げる業務を行う法人を指定した件（平成七年労働省告示第百十七号）、育児休業、介護休業等育児
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第三十九条第一項の規定に基づき指定法人に行わせる福祉関係
業務（平成七年労働省告示第百十八号）及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す
る法律第三十九条第三項の規定による届出に係る事項（平成七年労働省告示第百十九号）は、平成二十三年十二
月三十一日をもって廃止する。
平成二十三年十二月二十二日

厚生労働大臣 小宮山洋子

○厚生労働省告示第百二十号

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第五十
二条第一項の規定に基づき、厚生労働大臣が同法第三十九条第一項に規定する福祉関係業務を自ら行うこととし
たので、同法第五十二条第二項の規定により公示する。
平成二十三年四月一日

厚生労働大臣 細川 律夫

一 実施しようとする福祉関係業務の範囲 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する
法律第三十九条第一項に規定する福祉関係業務（雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成二十三年
厚生労働省令第四十八号）附則第二条第三十八項の規定によりなお従前の例によることとされた給付金の支給に
関する業務を除く。）
二 福祉関係業務の開始の日 平成二十三年九月一日

【参考】
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